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年 保護者制度 入院制度

精
神
病
者
監
護
法

明治33年 ・精神病者監護法の公布
① 後見人、配偶者、親権を行う父又は母、戸主、親族で
選任した四親等以内の親族を精神病者の監護義務者と
して、その川頂位を定める。
また監護義務者がないか、いてもその義務を履行でき

ないときは住所地、所在地の市区町村長に監護の義務
を負わせる。

② 精神病者を監置できるのは監護義務者だけで、病者
を私宅、病院などに監置するには、監護義務者は医師の
診断書を添え、警察署を経て地方長官に願い出て許可
を得なくてはならない。

精
神
病
院
法

大正8年 ・精神病院法の公布
地方長官は、医師の診断により、精神病

者監護法によって市区町村長が監護すべき

童、罪を犯した者で司法官庁が特に危険があ

ると認める者、療養の道なき者、地方長官が
入院の必要を認める者等を精神病院に入院
させることができる。

精
神
衛
生
法

昭和25年 ・精神衛生法の公布

保護義務者の制度の創設、私宅監置制度の廃止、保護義
務者による保護拘束の規定等

◎措置入院制度の創設 (第 29条 )

◎保護義務者の同意入院制度の創設 (33
条 )

◎仮入院制度 (3週間)創設 (第 34条 )

昭和40年
改正

・保護義務者による保護拘束の規定の削除 ◎緊急措置入院制度の創設 (第 29条の2)

◎入院措置の解除規定創設 (第 29条の4)
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精
神
保
健
法

昭和62年
改正

◎任意入院制度の創設 (第 22条の2)

◎同意入院を医療保護入院と改名 (第33条 )

◎指定医の判定を入院要件化(第33条第 1

項 )

◎扶養義務者の同意による医療保護入院等を
認める仕組の導入 (第33条第2項 )

◎医療保護入院に係る告知義務及び告知延

期期間の規定を創設 (第33条の3)

◎応急入院制度の創設 (第 33条の4)

平成5年改
正

・「保護義務者」の名称を「保護者」に改正
・措置解除により退院した場合等において、保護者は必要
に応じて精神科病院及び社会復帰施設 (障害福祉サービ
ス事業者)等 に対して支援を求めることができる旨を新た
に規定 (22条の2)

◎仮入院期間を1週間へ短縮(第 34条 )

平成7年改
正

◎告知延長期間を4週間と設定 (第 33条の3)

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者

福
祉
に
関
す
る
法
律

平成11年
改正

保護者の保護の対象から任意入院者及び通院患者を除
外

保護者の義務のうち自傷他害防止監督義務を削除 (保護
者の義務の軽減 )

保護者となることができる範囲に民法における成年後見
制度の保佐人を追加

◎移送制度を法律上明文化 (第 29条の2の
2)

◎医療保護入院の要件の明確化 (任 意入院等
の状態にない旨を明記)(第33条第1項 )

◎移送制度の創設 (第34条 )

◎仮入院制度の廃止

平成17年
改正

◎特定医師の診察による医療保護入院等の

特例措置導入 (第 33条第4項、第33条の4
第2項 )



「精神保健医療福祉の更なる改革に向けてJ

平成21年 9月 24日

今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会報告書 (抄 )

〇 以下の点をはじめとする精神保健福祉法の課題に関する検討の場を設け。検討に

着手すべきである。

・ 家族の同意 I量るス院制度のあり方について
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・ 未治療・治療中断者等への医療的介入のあり方や、通院医療の位置付けについて
い精神医療審査会の機能を発揮できるための方策について
い情報公開の推進も含めた隔離。身体拘束の最小化を図るための取組について

・ 地域精神保健における市町村、保健所、精神保健福祉センター等の行政機関の役割の

あり方について

○ なお、俣妻者価格が轟われる場合や認如府高齢者等に対するス院形能のあり方や、

申請・通報制度、移送制度等における関係機関との連携のあり方、個々の患者の病状の

変化に対応した適切な処遇の実施のための方策など、現行制度の改善のための方策につ

いては、随時検討を行い必要な対応を図るべきである。

V今 後の課題

1.精神保健福祉法に関する課題

○ 精神医療の質の向上を図つていく上では、…・(中 略)・ …入院医療をはじめとして、人権
に配慮した適切な医療が透明性をもって提供される制度としていくことが重要であり、精神
保健福祉法についても、『地域を拠点とする共生社会の実現Jに向けても『入院医療
中心から地域生活中心へJという基本的方向性を具体化してしく観点から、諸外国の状
況や議が 日 にお rfる措柚保健医繕福カト蘭菫の状温丼繕圭晏つつ^ふ喜た 阜青 I´を行っ

ていく必要が ある。

○ 精神保健福祉法に基づく各種制度のうち、盤ニニ■院医療二主量五医療保護入踪制度
のあり方や、保護者制度のあり方、精神医療審査会の機能の充実については、過去Q
準 往 詢 iFttI二騰菫 姜 蓋 が 行 わ れ_てハ u 鯖 締 的 た 翌 顕 Jrた って Lヽス 。

○ また、現状においては、惜署ス院制麿や申請口通報制度、移送制度
ても都道府県等によつて大きな違いがみられているが、精神医療を必要とする者につい
て、人権や本人の安全性に配慮しつつ適切に医療につなげていく観点からは、名柿辟 I「 お

いて摘Tに運用されるべ養ものである。

○ これらの課題については、本検討会においても議論を行い、
・ 蒙 構 が 医 密 保 雪 ■腱 ル Lヽう職 報 ス腱 の 日 資 書 ルな ム制 麿 につ Lヽて 阜宿 す べ 養

・ 優 肇 書報 麿 臓 ^蒙 権 ル措 柚 瞳 塞書 六 人W方 の 色 相 ルな って お こI^景直 しを 行 うべ 養

・ 未治療・治療中断等の重度精神障害者に対し地域生活を継続しながら医療的支援を提
供する体制、通院を促す仕組みを検討すべき

等の意見があつたところである。



今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会 (第21回)における意見

(今後の検討について)

。 別途検討する場を設けてほしい。

・ 別途検討する場を設ける際には、検討メンバーの半数程度は当事者にしてほしい。あわせて、当
事者からのヒアリングをもっと実施してほしい。

・ 障害者基本法上の障害者の定義との整合性も検討すべき。

(入院制度全体について)

・ (医療保護入院を廃止して)諸外国のように措置入院と任意入院の2種類の入院形態にすべき。

(措置入院について)

・ 措置解除に至るまでの期間や入院期間の格差にも留意すべき。

【保護者制度について】

・ 保護者制度は廃止すべきである。

・ 精神保健福祉法は、家族の犠牲を前提とした制度設計になつており、前近代的な法律である。

・ 「治療を受けさせる義務」を素人である家族に担わせることは不合理である。特に、本人が未治
療者である場合に、そもそも本人が精神疾患の疑いがあるかどうかを家族が判断して精神科を
受診させることを法的義務として課していることは無理がある。

・ 重症化して入院に至らないような手当をしてし`くことが重要。

・ 単身者への支援を行つているが、入院治療へ繋げようとすると、入院に関する手続は家族が担う
ことになつている関係からか、病院から「保護者 (家族)を」と求められ、疎遠となっている家族と連
絡を取らざるを得ず、より関係が悪化することもある。

・ 患者の権利擁護については、自治体に権利擁護センターのような機関を設置することも考えられ
る。その際、当該センターの職員に病院への立入権限を付与するなど訪間型のアプローチを実
施できるよう留意すべき。

・ 保護者には権利面だけを残し、義務は自治体が担うべき。

・ 精神保健福祉法から保護者の義務規定を削除したとしても、家族が、民法上の損害賠償責任か

ら逃れることはできないのではないか。不法行為により生じた損害に対し、誰が責任を取るのか。
保護者でないとすれば、病院の管理者なのか、自治体の長なのかという点を保護者制度を見直
す場合、検討しなければならない。

・ 保護者の代替として、「PersOnal Representat市 e」 を立てることは考えられる。

・ 成年後見制度を活用するなら、鑑定費用を公費負担すべき。

・ 家族による保護者制度の撤廃をし、自治体が保護者になるべき(?)。
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障害者制度改革の推進のための基本的な方向について

(平成22年6月29日閣議決定)(抄 )

障害者制度改革の推進のための基本的な方向 (第一次意見)

(平成22年6月7日障がい者制度改革推進会議)(抄 )

政府は、障がい者制度改革推進会議 (以下「推進会議」という。)の「障害者制度改革の推進のための

基本的な方向 (第一次意見)」 (平成22年 6月 7日 )(以下「第一次意見」という。)を最大限に尊重し、下

記のとおり、障害者の権利に関する条約 (仮称)(以下「障害者権利条約」という。)の締結に必要な国内
法の整備を始めとする我が国の障害者に係る制度の集中的な改革の推進を図るものとする。

3個別分野における基本的方向と今後の進め方

以下の各個別分野については、改革の集中期間内に必要な対応を図るよう、横断的課題の検討

過程や次期障害者基本計画の策定時期等も念頭に置きつつ、改革の工程表としてそれぞれ検討期

間を定め、事項ごとに関係府省において検討し、所要の期間内に結論を得た上で、必要な措置を講

ずるものとする。

(4)医療

○ 精神障害者に対する強制入院、強■lJ医療介入等について`いわゆる『保護者制度Jの見直し
等も含め、その在り方を検討し、平成24年内を目途にその結論を得る_

○ 「社会的入院」を解消するため、精神障害者に対する退院支援や地域生活における医療、生活面
の支援に係る体制の整備について、総合福祉部会における議論との整合性を図りつつ検討し、平

成23年内にその結論を得る。
○ 精神科医療現場における医師や看護師等の人員体制の充実のための具体的方策について、総

合福祉部会における議論との整合性を図りつつ検討し、平成24年内を目途にその結論を得る。
○ 自立支援医療の利用者負担について、法律上の規定を応能負担とする方向で検討し、平成23

年内にその結論を得る。
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(推進会議の問題認識 )

障害者が地域において安心して自立した生活が送れるためには、すべての障害者が障害を理由とする差別なしに可能な限り最高水準の健康を享受
できるよう、必要な医療やリハビリテーシン 等が提供されなければならない。特に精神医療に関しては、医療と福祉が混在し制度上の問題を多く含ん
でいる精神保健福祉法の抜本的な改正が必要も る。

【措綺臆著者に対橘 職静■腱豊の旦僣:″1

轟
~‐
制度では^措神瞳妻者 l_‐する措置ス腱^医繕俣肇λ院_豊コ:所の■

'に
■るス腱 織制医霧介ス讐につ Lヽで:■ ―夕の事件の下で、

本人の日責を必要とせずに^格瓢的なス院 o医繕措置をルス
「

ルが可能ルなっており_勝害者焙ヨl=綺を騰菫テ 自由の劇奎ルLヽう観点から綸

討すべき問題がある^

このため、現行の精神瞳害者に対する強制入院ヽ強制医療介ス等について^いわゆる「俣講者411tt lも含め、見直すべきである^【厚生労
働省1

【地域医療の充実と地域生活への移行】

精神科病院においては、入院治療の必要がないにもかかわらず、長期入院による自立生活の困難等の問題により入院せざるを得ない、いわゆる「社
会的入院」患者が厚生労働省の統計から推定される人数でも約7万 人いるといわれている。
このような現状を改善するため、入院中の精神障害者に対する退院支援の充実を図るべきである。退院支援や地域生活への移行後における医療、

生活面からのサポート(ショートステイ等を含む。)の在り方については、総合福祉部会で検討を進める。【厚生労働省】

【精神医療の一般医療体系への編入】
現行制度においては、精神疾患のある患者は、臨時応急の場合を除いて、原則として精神病室以外の病室には入院できないこととなつており、このこ

とが精神障害者とつて一般医療サービスを受けることを困難にしている。また、精神科医療の現場においては、いわゆる「精神科特例」によリー般医療
に比して医師や看護師が少ない状況にある。
このような状況を踏まえ、以下を実施すべきである。

・精神医療の一般医療体系への編入の在り方について、総合福祉部会での今後の議論を踏まえ、推進会議において検討を進める。
・特に精神医療の現場における医師、看護師が一般医療より少ない現状を改善し、その体制の充実を図るため、「精神科特例」の廃止を含め、具体的
な対応策を請ずる。【厚生労働省】

【医療に係る経済的負担の軽減】

障害者は健康面における特段の配慮や対応を必要とする場合が多いが、継続的な治療等に要する費用負担が大きいため、必要な医療を受けること
が困難な状況がある。
このような状況を改善するため、障害者がその健康状態を保持し、自立した日常生活等を営むために必要な医療を受けたときに要する費用負担につ



障害者の権利に関する条約 (仮訳文)(抄 )

第十四条 身体の自由及び安全

締約国は、障害者に対し、他の者と平等に次のことを確保する。

(a)身体の自由及び安全についての権利を享有すること。

(b)不法に又は恣意的に自由を奪われないこと、いかなる自由のはく奪も法律に従って行
われム

「
ル■7ド いかたる場合にお Lヽても自由の は(奎が瞳塞の有存によって下当イkきれ

ないこと。

締約国は、障害者がいずれの手続を通じて自由を奪われた場合であつても、当該障害者が、

他の者と平等に国際人権法による保障を受ける権利を有すること並びにこの条約の目的及
び原則に従つて取り扱われること(合理的配慮の提供によるものを含む。)を確保する。

第十九条 自立した生活及び地域社会に受け入れられること

この条約の締約国は、すべての障害者が他の者と平等の選択の機会をもつて地域社会で

生活する平等権利を認めるものとし、障害者が、この権利を完全に享受し、並びに地域社会

に完全に受け入れられ、及び参加することを容易にするための効果的かつ適当な措置をとる。
この措置には、次のことを確保することによるものを含む。

(a)瞳害者が^他の者と平等に。居佳地を農根し^及びどこで肇と牛活するかを観根する
機会を有するこル赫びに特字の居倖補譜で牛活する義路を目わないこと。

(b)地域社会における生活及び地域社会への受入れを支援し、並びに地域社会からの孤立及び

隔離を防止するために必要な在宅サービス、居住サービスその他の地域社会支援サービス (

人的支援を含む。)を障害者が利用することができること。

(c)一般住民向けの地域社会サービス及び施設が、障害者にとつて他の者と平等に利用可能で
あり、かつ、障害者の二一ズに対応していること。
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Ⅱ 保護者制度について



保護著制度め概要

保護著罰度と|ま

「保護者」は、精神障害者に必要な医療を受けさせ、財産上の保護を行うなど、患者の生活行動一般

における保護の任に当たらせるために、設けられた制度。

患者の医療保護を十分に行おうとする要請と、患者の人権を十分に尊重しようとする要請との間にあ

り、

①任意入院者及び通院患者を除く精神障害者に治療を受けさせること(22条 1項 )

②任意入院者及び通院患者を除く精神障害者の財産上の利益を保護すること(22条 1項 )

③精神障害者の診断が正しく行われるよう医師に協力すること(22条 2項 )

④任意入院者及び通院患者を除く精神障害者に医療を受けさせるに当たつて医師の指示に従う
こと(22条3項 )

⑤回復した措置入院者等を引き取ること(41条 )

⑥医療保護入院の同意をすることができること(33条 1項 )

⑦退院請求等の請求をすることができること(38条の4)

③⑤による引き取りを行うに際して、精神病院の管理者又は当該病院と関連する精神障害者社会復
帰施設の長に相談し、及び必要な援助を求めること(22条の2)

という役割が規定されている。

:彙義 壊獲ぶ越をお薦覇 ヽ

① 後見人又は保佐人(※ ②～④の者と順位変更はできない。)

② 配偶者
③ 親権を行う者
④ ②③の者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
《昭和二十五年法律第百二十三号)(抄 )

(保護者 )

第二十条 精神障害者については、その後見人又は保佐人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者が保護者となる。ただし、次の各号のいずれかに

該当する者は保護者とならない。
一 行方の知れない者
二 当該精神障害者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
三 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
四 破産者
五 成年被後見人又は被保佐人
六 未成年者
2保護者が数人ある場合において、その義務を行うべき順位は、次のとおりとする。ただし、本人の保護のため特に必要があると認める場合には、後

見人又は保佐人以外の者について家庭裁判所は利害関係人の申立てによりその順位を変更することができる。
一 後見人又は保佐人
二 配偶者
三 親権を行う者
四 前二号の者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者
3前項ただし書の規定による順位の変更及び同項第四号の規定による選任は家事審判法 (昭和二十二年法律第百五十二号)の適用については、

同法第九条第一項 甲類に掲げる事項とみなす。

第二十一条 前条第二項各号の保護者がないとき又はこれらの保護者がその義務を行うことができないときはその精神障害者の居住地を管轄する市
町村長 (特別区の長を含む。以下同じ。)、 居住地がないか又は明らかでないときはその精神障害者の現在地を管轄する市町村長が保護者となる。

第二十二条 保護者は、精神障害者(第 二十二条の四第二項に規定する任意入院者及び病院又は診療所に入院しないで行われる精神障害の医療を
継続して受けている者を除く。以下この項及び第二項において同じ。)に治療を受けさせ、及び精神障害者の財産上の利益を保護しなければならな
い 。

2保護者は、精神障害者の診断が正しく行われるよう医師に協力しなければならない。
3保護者は、精神障害者に医療を受けさせるに当たつては、医師の指示に従わなければならない。

第二十二条の二 保護者は、第四十一条の規定による義務 (第 二十九条の三又は第二十九条の四第一項の規定により退院する者の引取りに係るも
のに限る。)を行うに当たり必要があるときは、当該精神科病院若しくは指定病院の管理者又は当該精神科病院若しくは指定病院と関連する障害者

自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係る事業 (以下「障害福祉サービス事業」という。)を行う者に対し、当該精神障害者の社

会復帰の促進に関し、相談し、及び必要な援助を求めることができる。
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